
機能強化計画の進捗状況の要約

1．15年度の全体的な進捗状況及びそれに対する評価

（1）要注意先債権等の健全債権化に向けた取組み

（2）新しい中小企業金融への取組み

（3）創業・新事業支援機能、経営相談・支援機能の強化への取組み

2．15年10月～16年3月までの全体的な進捗状況及びそれに対する評価

　当金庫は、「リレーションシップバンキングの機能強化に向け積極的に取組み、中小企業の再生と地域経済の活性化を目指す」ことを経営ビジョン
に掲げ、アクションプログラムに基づく様々な施策に取組んでまいりました。特に以下の3点については重要課題としております。

　平成15年度の上期には、全体的に体制整備面に注力してきましたが、下期にはその実行に注力してきました。特に要注意先債権等の健全債権化に向
けた取組みにおいては、公認会計士のアドバイスを受けながら経営改善計画について検討を重ね、支援対象企業に職員を派遣するなど一歩踏み込んだ
活動を実施し、下期35先（年間47社）の債務者区分ランクアップとなりました。このような地域再生と企業再生支援活動によって、当金庫は、(社)全
国信用金庫協会の「第7回信用金庫社会貢献賞」で新設された「地域再生しんきん運動・優秀賞」を受賞しました。

　平成16年度は、説明態勢の整備、収益管理態勢の強化を重点課題とするとともに、15年度の取組みを継続し、実施してきた施策の実効性を高める仕
組みづくりに、さらに注力していきたいと考えております。

　平成11年に発足した融資部「法人活性化グループ」の企業再生担当者を平成15年4月に業種別に配置しました。同時に、中小企業診断士を中心とす
る企業再生専担部署「企業経営サポート室」を新設しました。両部署において、432先を対象先とし経営改善計画書を作成、方針を確立しておりま
す。経営改善支援活動を進めるにあたり、公認会計士2名とコンサルティング契約を締結し、専門家のアドバイスを受けながら実効性を高めておりま
す。また、経営改善支援に対する職員のスキルアップのための派遣研修、集合研修、通信教育、OJT、検定試験への参加など人材育成面に注力しまし
た。平成15年度の債務者区分ランクアップ実績は47先で、健全債権化に対する職員の意識向上とともに、着実に成果が上がってきていると認識してお
ります。

　担保・保証に過度に依存しない融資の促進を図るため、「ぎふしん企業活性化支援ローンⅠ～Ⅳ」の4つの新商品の取扱を開始しました。いずれも
原則無担保無保証人（法人は第三者保証人不要）を前提にしております。平成15年度の実績は、1,879件、96億円の取扱いでありましたが、さらに上
記商品の推進、検証、開発が必要であると認識しております。証券化等への取組みについては、中部CLO取扱金融機関として参加し、平成16年度から
募集しております。

　創業・新事業支援、コンサルティング業務を主体とした専担部署「ビジネスサポートグループ」を業務統括部に新設しました。また、岐阜大学産官
学融合センターへの参加、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、商工中央金庫との創業支援を中心とした業務提携、地元税理士とのアドバイザリー
契約の締結、「しんきんビジネスマッチングサービス」への参加など外部機関等との連携を深めました。今後、人材を育成し、成果に結びつけていき
たいと考えております。

1 （岐阜信用金庫）



3．アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況

具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
15年度 16年度 15年度 15年10月～16年3月

Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み

1．創業・新事業支援機能等の強化
（1）業種別担当者の配置等融資審査態勢の
　　強化 ・融資部法人活性化グループ

　（企業再生支援部署）を業種
　別担当に変更
・営業店への臨店指導、審査
　研修の実施
・審査態勢の一部業種別への
　変更

・法人活性化グループの
　業種別担当への変更
・業種別担当区分の検討
・業種別・債務者区分別・
　店舗別を融合した審査
　態勢の検討
・営業店への臨店指導、
　審査研修の実施
・決裁権限の委譲促進

・一部業種別を取入れた
　審査態勢の具体化実施
・臨店指導体制の強化

・15年4月、融資部法人活性化グループ
　の担当者を業種別に配置
・融資部による臨店指導を実施
・地公体制度融資の取扱拡大
　（創業・新事業関連制度）

・名古屋市の制度融資について
　新たに2制度（新事業創出資金、
　新製品・新技術開発導入支援
　資金）が16年4月から取扱開始

・取引先企業の再生を目的とする企業
　経営サポート室、法人活性化ｸﾞﾙｰﾌﾟ
　（いずれも業種別担当者配置）と
　一体となって、業種別専門知識の
　吸収、蓄積により審査態勢を強化。

（2）企業の将来性や技術力を的確に評価でき
　　る人材の育成を目的とした研修の実施 ・各業界団体に対する要請であります

　が、当金庫は自主的な取組みを行う
　ため、「3.その他関連する取組み」に
　記載。

（3）産学官とのネットワークの構築・活用や
　　日本政策投資銀行との連携。「産業クラス
　　ターサポート会議」への参画

・東海地区産業クラスター
　サポート金融会議、岐阜
　大学産官学融合センター
　に継続的参加
・新事業支援融資スキームの
　検討
・創業・新事業支援を主体とした
　中小企業診断士およびファイ
　ナンシャル・プランナーを中心
　に構成される専担部署を設置

・知的財産制度研究会へ
 の参加
・知的財産権担保融資
　スキームの検討
・創業・新事業支援を主体
 とする専担部署を設置

・15年度取組みを継続し、
　一層強化
・現場視察等の実施

・15年6月から東海地区産業クラスター
　サポート金融会議に参加
・15年7月から岐阜大学産官学融合
　センターにコーディネーターとして
　参加
・15年7月から始まった岐阜大学
　産官学融合センターが主催する
　「知的財産担保制度による地域
　産業活性化プログラム」研究会へ
　継続的に参加

・15年10月、東海地区産業クラス
　ターサポート会議のビジネス
　プラン発表会へ参加
・15年10月～16年3月にかけて、
　岐阜大学の知財研究会に参加、
　知財価値評価の試行等を実施
・16年1月、創業・新事業支援を主体
　とする専担部署「ビジネスサポート
　グループ」を設置
・16年2月、産学官連携事業検討会
　（岐阜市主催）に参加 、その関連
　で岐阜市のチャレンジ助成金
　（新規創業や新事業への取組み
　促進、支援のための補助金）の
　審査委員として、当金庫も1名登録
・16年3月、ビジネスサポート
　グループと関連部署が連携し、
　「地域・中小企業知財研究会」を
　立上げ
・16年3月、岐阜大学地域交流
　協力会フォーラムおよび活動支援
　交流会へ参加

・岐阜大学産官学融合センターの
　主催する「知的財産担保制度に
　よる地域産業活性化プログラム」
　へ参加し情報収集を行い、研修
　や新たな融資スキームに活用。

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

・「3.その他関連する取組み」に記載

下線部分は追加部分 2 （岐阜信用金庫）



具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
15年度 16年度 15年度 15年10月～16年3月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

（4）ベンチャー企業向け業務に係る、日本
　　政策投資銀行、中小企業金融公庫、商工
　　組合中央金庫等との情報共有、協調投
　　融資等連携強化

・企業の将来性や技術力を的確
　に評価できる人材を育成
・中小企業金融公庫等政府系
　金融機関との連携を強化
・ベンチャーキャピタルである
　ぎふしん総合ファイナンス㈱
　への紹介の継続
・創業・新事業支援を主体とした
　中小企業診断士およびファイ
　ナンシャル・プランナーを中心
　に構成される専担部署を設置

・「目利き」能力のレベル
　アップ
・中小企業金融公庫等との
　情報交換会を実施
・ぎふしん総合ファイナンス
　㈱との連携強化
・創業・新事業支援を
　主体とする専担部署
　を設置

・15年度取組みを継続し、
　一層強化
・ベンチャー企業支援機関
　との連携強化

・15年5月に中小企業金融公庫と情報
　交換会を実施
・15年6月に国民生活金融公庫と情報
　交換会を実施

・16年1月、国民生活金融公庫岐阜
　支店と、同年2月中小企業金融
　公庫岐阜支店と、同年3月商工
　組合中央金庫と「業務提携・協力
　に関する覚書」を締結
・16年1月国民生活金融公庫との
　協議会に参加。
・毎月1回、ぎふしん総合ファイナン
　ス㈱との情報連絡会を実施

・地域産業発展に寄与するベン
　チャー企業に対しては、その
　技術力や成長性を判断し、
　リスクをとりながらでも
　資金面で積極的に支援。

（5）中小企業支援センターの活用
・同センターの積極的な活用を
　推進
・同センターの活用が有効な
　企業の選定
・創業・新事業支援を主体とした
　中小企業診断士およびファイ
　ナンシャル・プランナーを中心
　に構成される専担部署を設置

・同センター職員を研修・
　会議に招聘
・取引先企業への利用の
　PR
・創業・新事業支援を
　主体とする専担部署
　を設置

・利用企業のフォロー
・実績の検証と効果的な
　施策の検討

・ 15年8月から岐阜県中小企業支援
　センターとの情報交換を実施
・ 15年8月、岐阜県中小企業支援
　センターのパンフレットを営業店に
　配布し、同センターの活用を推進
・15年9月、中小企業支援機関等
　連携促進会議へ出席

・15年10月、「創造法」認定を目指す
　取引先企業1社を中小企業支援
　センターに仲介
・16年3月中小企業支援センターの
　活用事例等をもとに中小企業施策
　の活用についての研修資料を作成
　し、各営業店で勉強会を実施

・現在の中小企業支援の取組みに
　加え、取引先中小企業経営者に
　中小企業支援センターの利用を
　PRし、積極的に活用することにより
　中小企業の発展・成長を支援。

下線部分は追加部分 3 （岐阜信用金庫）



具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
15年度 16年度 15年度 15年10月～16年3月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

2．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化
（1）経営情報やビジネス・マッチング情報を
　　提供する仕組みの整備 ・公認会計士とのコンサル

　ティングサービス契約の
　締結による機能強化
・地元税理士法人とのアド
　バイザリー契約による
　M&A支援体制の強化
・M&A情報交換会への参加
　など信金キャピタル㈱との
　連携による支援体制の強化
・環境啓蒙活動の実施による
　取引先の企業価値の向上
　支援
・中小企業支援センターとの
　ビジネスマッチングの検討
・創業・新事業支援を主体とした
　中小企業診断士およびファイ
　ナンシャル・プランナーを中心
　に構成される専担部署を設置

・公認会計士とのコンサル
　ティングサービス契約の
　締結
・地元税理士法人とのアド
　バイザリー契約
・M&A情報交換会への
　参加
・継続的な経営支援の
　実施
・環境啓蒙活動の実施
・創業・新事業支援を
　主体とする専担部署
　を設置

・15年度取組みを継続し、
　一層強化
・中小企業支援センター
　とのビジネスマッチング
　の検討

・ 15年6月・9月、公認会計士2名と
　コンサルティングサービス契約を
　締結し、相談機能を充実
・15年6月、地元税理士法人とのア
　ドバイザリー契約を締結し、M&A
　支援体制を強化
・ 15年7月、信金キャピタル㈱の
　主催するM&A情報交換会に参加
・ 15年7月、取引先企業で構成され
　る青年重役会で、環境セミナーを
　実施し環境保全について啓蒙
・ 15年9月、岐阜県中小企業支援
　センターのコーディネーターとビジ
　ネスマッチングについて情報交換
　を実施
・ 15年9月、信金キャピタル㈱の
　M&A買収希望案件リストに買収
　希望企業を1社登録した

・16年1月、専担部署「ビジネス
　サポートグループ」を設置
・16年1月,岐阜県産業振興センター
　と連携し、大手携帯電話会社と
　当金庫取引先とのビジネス
　マッチングを実施。2社がプレゼン
　を実施し、1社とマッチングが成立
・岐阜県と連携して、BtoBドリーム
　プロモーションによるビジネス
　マッチングを仲介
・16年3月から、取引先のビジネス
　ニーズに対応するため「しんきん
　ビジネスマッチング・サービス」へ
　参加を決定し、4月稼動
・16年3月、経営相談、支援の機能
　強化・充実のため「ぎふしんコンサ
　ルティングサービス」として制度化
　し（一部有料化）、4月稼動

・取引先企業のニーズを把握した上
　で、より質の高い情報・サービスを
　提供。
・コンサルティング機能を充実させる
　ために、各利用者とのコミュニケー
　ションを密にし、経営改善支援を
　積極的に実施。
・M&A支援業務は、関係機関の
　サポートを得て、取引先企業に
　対する支援体制をより一層強化。

＜平成15年度　本部担当部署
　　　　　による経営相談受付状況＞
　【経営診断】184件【開業相談】78件
　【事業承継・M&Aの相談】56件
　【その他相談】28件 　【合計】346件

（2）コンサルティング業務、M&A業務等の
　　取引先企業への支援業務の取組み

（3）要注意先債権等の健全債権化及び不良
　　債権の新規発生防止のための体制整備
　　強化並びに実績公表

・要注意先債権等の健全債権化の
　ため、要注意先以下の取引先企業
　の経営改善支援について、経営
　改善可能性を的確に見極め､
　当金庫が一体となり積極的な再建
　支援を実施。

（4）中小企業支援スキルの向上を目的とした
　　研修の実施 ・各業界団体に対する要請であります

　が、当金庫は自主的な取組みを行う
　ため、「3.その他関連する取組み」に
　記載。

（5）「地域金融人材育成システム開発プロ
　　グラム」等への協力 ・中小企業診断士育成の継続

・FP関係等専門能力保有者の
　育成（スクール派遣等外部
　団体の有効利用）の継続
・OJT（本部専担者の臨店指導
　による現場研修）を介しての
　取引先のサポートならびに
　職員の育成

・中小企業大学校への
　派遣
・FPスクールへの派遣
・事業再生人材育成スクー
　ルへの派遣
・OJTの実施（本部専担者
　の臨店指導時に同行
　訪問を通し、取引先との
　信頼関係を構築）

・15年度取組みを継続し、
　一層強化
・FP1級自主受験者を週休
　勉強会、教材の提供等で
　サポートする

・中小企業大学校派遣者を4月に1名
　選抜し、8月入学試験合格
・FPスクール派遣者を4月に1名選抜、
　5月から派遣

Ⅰ-1-(2)・Ⅰ-2-(４)・Ⅰ-3-(7)の
取組みに準ずる
・16年10月、中小企業大学校へ
　派遣
・16年3月、FP1級3名合格
　（選抜者1名・自主受験者2名）
・16年11月、本部専担者を1名「企業
　再生人材育成講座」へ派遣

・九州大学のプロジェクトである
　「中堅・中小企業における財務戦略
　人材（中小企業CFO）の育成のため
　の研修プログラム」については参加
　していませんが、当金庫は、中小
　企業の財務・経営管理能力の向上
　の支援について、自主的な取組み
　を行うための計画を記載。

別紙様式1、別紙様式2参照

・「3.その他関連する取組み」に記載

2(1)に記載

下線部分は追加部分 4 （岐阜信用金庫）



具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
15年度 16年度 15年度 15年10月～16年3月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

3．早期事業再生に向けた積極的取組み
（1）中小企業の過剰債務構造の解消・再生の
　　取組み。「早期事業再生ガイドライン」の
　　趣旨を踏まえた事業再生への早期着手

・中小企業の早期事業再生に
　向け、本部専担部署である
　法人活性化グループの機能
　強化および企業経営サポート
　室の新設
・専担者スキル向上のため各種
　研修プログラムへの参加
・公認会計士など外部の専門家
　との連携強化による再生支援
　の強化

・企業経営サポート室の
　新設および中小企業
　診断士の配置
・法人活性化グループの
　業種別の専担者の配置
・公認会計士とコンサル
　ティングサービス契約の
　締結
・研修への参加
・該当企業有無の検討

・15年度取組みを継続 ・15年4月、企業経営サポート室の新設
　および法人活性化グループを業種別
　に専担化
・15年6月・9月、公認会計士2名と
　コンサルティングサービス契約締結
・15年9月、(社)全国信用金庫協会主催
　の「企業再生支援講座」研修へ企業
　経営サポート室の職員2名を派遣

・16年1月、(社)全国信用金庫協会
　主催の「企業再生支援講座」研修
　へ融資部法人活性化グループの
　職員2名を派遣

・プリパッケージ型事業再生､私的
　整理ガイドラインによる企業再生
　については、コンサルタント、
　弁護士、公認会計士等との連携を
　図り、取引先企業の要請に応え
　られるよう体制を整備。

（2）地域の中小企業を対象とした企業再生
　　ファンドの組成の取組み ・企業経営サポート室を中心に

　専門家等と連携し積極的に
　検討
・外部からのファンド取組み、
　加入依頼についても検討

・企業再生ファンド組成の
　検討

・15年度取組みを継続 ・15年4月、企業経営サポート室の新設
　および法人活性化グループを業種別
　に専担化
・15年6月・9月、公認会計士2名と
　コンサルティングサービス契約締結
・15年9月、(社)全国信用金庫協会主催
　の「企業再生支援講座」研修へ企業
　経営サポート室の職員2名を派遣

・16年1月、(社)全国信用金庫協会
　主催の「企業再生支援講座」研修
　へ融資部法人活性化グループの
　職員2名を派遣

・企業再生ファンドの組成による再生
　可能性の把握。
・外部機関と企業再生ファンドの組成
　の必要性を十分に検討し対応。

（3）デット・エクイティ・スワップ、DIPファイナン
　　ス等の活用 ・企業経営サポート室を中心に

　専門家等と連携し、該当企業
　選定を含めて検討
・「企業再生支援講座」等研修
　への参加によるスキルアップ

・該当企業の有無および
　支援方策の検討
・研修への参加

・15年度取組みを継続 ・15年4月、企業経営サポート室の新設
　および法人活性化グループを業種別
　に専担化
・15年6月・9月、公認会計士2名と
　コンサルティングサービス契約締結
・15年9月、(社)全国信用金庫協会主催
　の「企業再生支援講座」研修へ企業
　経営サポート室の職員2名を派遣

・16年1月、(社)全国信用金庫協会
　主催の「企業再生支援講座」研修
　へ融資部法人活性化グループの
　職員2名を派遣

・デット・エクイティ・スワップ（DES）、
　DIPファイナンスの活用に向け、
　体制の整備、人材の育成を実施。

（4）「中小企業再生型信託スキーム」等、ＲＣＣ
　　信託機能の活用 ・企業経営サポート室を中心に

　専門家等と連携し、該当企業
　選定を含めて検討
・「企業再生支援講座」等研修
　への参加によるスキルアップ

・該当企業の有無および
　支援方策の検討
・研修への参加

・15年度取組みを継続 ・15年4月、企業経営サポート室の新設
　および法人活性化グループを業種別
　に専担化
・15年6月・9月、公認会計士2名と
　コンサルティングサービス契約締結
・15年9月、(社)全国信用金庫協会主催
　の「企業再生支援講座」研修へ企業
　経営サポート室の職員2名を派遣

・16年1月、(社)全国信用金庫協会
　主催の「企業再生支援講座」研修
　へ融資部法人活性化グループの
　職員2名を派遣

・早期事業再生が必要と認められる
　企業に対して、本部営業店が一体
　となって、顧問契約を結んだ公認
　会計士等と連携して取組む。

（5）産業再生機構の活用
・企業経営サポート室を中心に
　主に多数の金融機関との調整
　が難しい先について、専門家
　等と連携し活用を検討
・「企業再生支援講座」等研修
　への参加によるスキルアップ

・該当企業の有無の検討
・研修への参加

・15年度取組みを継続 ・15年4月、企業経営サポート室の新設
　および法人活性化グループを業種別
　に専担化
・15年6月・9月、公認会計士2名と
　コンサルティングサービス契約締結
・15年9月、(社)全国信用金庫協会主催
　の「企業再生支援講座」研修へ企業
　経営サポート室の職員2名を派遣

・16年1月、(社)全国信用金庫協会
　主催の「企業再生支援講座」研修
　へ融資部法人活性化グループの
　職員2名を派遣

・産業再生機構の活用に関しては、
　同機構の中小企業に対する再生
　スキームが明らかになった上で
　対応を検討。

下線部分は追加部分 5 （岐阜信用金庫）



具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
15年度 16年度 15年度 15年10月～16年3月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

（6）中小企業再生支援協議会への協力とその
　　機能の活用 ・再生の実現性は高いが多数の

　金融機関との調整が難しい先
　を主体に、中小企業再生支援
　協議会と連携し、取引先企業
　の再生を支援
・「企業再生支援講座」等研修
　への参加によるスキルアップ

・岐阜県中小企業再生
　支援協議会に出向者
　1名派遣
・中小企業再生支援協議
　会との連携の強化
・対象企業の選定
・研修への参加
・営業店に対し利用をPR

・15年度取組みを継続 ・15年4月、企業経営サポート室の新設
　および法人活性化グループを業種別
　に専担化
・15年5月、岐阜県中小企業再生支援
　協議会に出向者1名派遣
・15年6月・9月、公認会計士2名と
　コンサルティングサービス契約締結
・15年9月、(社)全国信用金庫協会主催
　の「企業再生支援講座」研修へ企業
　経営サポート室の職員2名を派遣

・16年1月、(社)全国信用金庫協会
　主催の「企業再生支援講座」研修
　へ融資部法人活性化グループの
　職員2名を派遣

・本部、営業店が中小企業再生支援
　協議会と連携し、中小企業の再生
　支援のため同協議会に協力し、
　その機能を積極的に活用。

＜15年度　取組実績＞
　【岐阜県中小企業再生支援協議会】
　　中小公庫と連携し、1社支援実施
　【愛知県中小企業再生支援協議会】
　　案件1件申請中

（7）企業再生支援に関する人材（ターンアラ
　　ウンド・スペシャリスト）の育成を目的とした
　　研修の実施

・各業界団体に対する要請であります
　が、当金庫は自主的な取組みを行う
　ため、「3.その他関連する取組み」に
　記載。

・「3.その他関連する取組み」に記載

下線部分は追加部分 6 （岐阜信用金庫）



具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
15年度 16年度 15年度 15年10月～16年3月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

4．新しい中小企業金融への取組みの強化
（1）ローンレビューの徹底、財務制限条項や
　　スコアリングモデルの活用等。第三者保証
　　の利用のあり方

・貸出事後のローンレビューを
　徹底
・大口先の経営層へのローン
　レビュー
・キャッシュフロー重視、「企業
　審査」主体の審査体制推進
・財務制限条項の検討
・取引方針確立促進

・無担保・無保証人融資
　商品提供
・スコアリングモデル活用
　融資商品提供
・信用保証協会提携スコア
　リングモデル活用第三者
　保証不要融資商品提供
・大口与信先の業況ヒアリ
　ング実施
・試算表提出依頼の励行
・決算分析における実態
　B/S作成

・財務制限条項の検討
・無担保・無保証人融資の
　分析・検証
・スコアリングモデルの精度
　検証と向上
・キャッシュフロー重視、無
　担保・無保証、スコアリン
　グモデル利用の新たな
　融資商品の発展具体化

・15年5月から｢ぎふしん企業活性化
　支援ローンⅠ｣取扱開始
　※事業計画書に基づき原則無担保
　　無保証人（法人は第三者保証人
　　不要）で対応
・15年5月から｢ぎふしん企業活性化
　支援ローンⅡ｣取扱開始
　※スコアリングモデル利用により原則
　　無担保無保証人（法人は第三者
　　保証人不要）で対応
・15年6月から｢ぎふしん企業活性化
　支援ローンⅢ｣取扱開始
　※岐阜県､岐阜市信用保証協会と
　　提携､信用格付と財務分析を利用し
　　原則無担保･第三者保証人不要で
　　保証審査期間を短縮､10月より
　　愛知県･名古屋市信用保証協会と
　　提携実施し取扱を拡大
・15年7月から実態B/S作成を
　システム化

・15年11月から「ぎふしん地域活性
　化支援ローンの取扱開始
　※コミュニティービジネス支援商品
　　（開業1年内および起業対象）
・15年12月から「ぎふしん企業活性
　化支援ローンⅣ」の取扱開始
　※スコアリングモデルを利用、
　　取引先向け商品
・15年12月「ぎふしん企業活性化
　支援ローンⅡ」の商品改訂
　※返済年数延長・受付方法拡大

・融資実行後の管理の重要性につい
　ての認識を、本部審査部門から
　第一次審査を担当する営業店まで
　再度徹底し、ローンレビューの実施
　を定着化。
・また、無担保・無保証を前提とし、
　キャッシュフロー重視、企業の再生
　への意欲、事業計画の妥当性に主
　軸を置いた融資商品、スコアリング
　モデルを利用した融資商品を提供。
・営業店の実践により、キャッシュ
　フローを重視した担保・保証に過度
　に依存しない審査の重要性を担当
　者レベルから認識させ、意識の
　徹底を図る。

＜15年度「ぎふしん企業活性化支援
　ローンⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」取組実績＞
　　1,879件　96億円

（3）証券化等の取組み
･中部経済産業局主催のCLO
　勉強会に継続参加
・地公体等からの呼びかけに
　対しては積極的に参加

･中部経済産業局主催の
　CLO勉強会に継続参加

・15年度取組みを継続 ・15年8月から中部CLO金融機関・信用
　保証協会の合同ワーキンググループ
　に参加
・中部CLO（A方式）取扱金融機関として
　参加

・中部CLO推進協議会に参加
・中部CLO（A方式）取扱金融機関
　として参加

・中部経済産業局の主催で実施
　されているCLO勉強会に継続
　参加し、地元地公体と連携し、
　ニーズに対応できる態勢作りを
　推進。

（4）財務諸表の精度が相対的に高い中小
　　企業に対する融資プログラムの整備 ・「TKC金融保証㈱保証付

　貸出」の商品性見直し
・「中小企業会計基準」の財務
　分析への活用検討

・「TKC金融保証㈱保証付
　貸出」の商品性見直し
・「中小企業会計基準」の
　財務分析への活用検討

・「TKC金融保証㈱保証付
　貸出」の商品性見直し
　結果により、財務諸表の
　精度が相対的に高い中
　小企業に対する融資プロ
　グラムを検討

・「TKC金融保証㈱の保証付貸出」の商
　品性見直し
・「中小会社会計基準」、「中小会社会計
　基準に関するチェックリスト」の取引先
　企業の活用方法を検討中

・「TKC金融保証㈱の保証付貸出」
　の商品性見直しを実施
　（16年6月改訂予定）
・「中小会社会計基準」、「中小会社
　会計基準に関するチェックリスト」の
　取引先企業の活用方法を検討中

・「中小企業の会計に関する研究会
　報告書」に基づき作成された「中小
　会社会計基準」あるいは「中小会社
　会計基準に関するチェックリスト」を、
　取引先の財務分析に活用。

（5）信用リスクデータベースの整備・充実及び
　　その活用 ・「企業審査」における定性分

　析、償還能力分析等利用に
　よる十分な分析実施
・実態B/S作成のシステム化
・個人事業主財務格付の検討

・実態B/S作成のｼｽﾃﾑ化
・当金庫所定の「取引方針
　・与信限度額設定」の
　利用拡大によるデータ
　ベース活用、財務分析
　強化
・個人事業主財務格付の
　検討

・個人事業主財務格付の
　具体化
・信用リスク計量によるデー
タ
　のリスク管理等への活用

・15年7月から実態B/S作成をシステム化
・年度を通じ信用リスク計量を実施し各
　種データを蓄積した。

･信用リスク計量の実施によりデータ
　を蓄積

・信用リスクデータベースの一層の
　整備充実および貸出審査・貸出
　ポートフォリオ管理への信用リスク
　データベースの一層の活用強化。

下線部分は追加部分 7 （岐阜信用金庫）



具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
15年度 16年度 15年度 15年10月～16年3月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

5．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化
（1）銀行法等に義務付けられた、貸付契約、
　　保証契約の内容等重要事項に関する
　　債務者への説明態勢の整備

・「事務ガイドライン」に基づく
　説明態勢実施のための規程・
　要領見直し
・研修体制、内部検査・監査
　態勢の整備
・契約時の意思確認態勢の
　整備
・双方署名方式による新信用
　金庫取引約定書の導入
・契約書類の書面交付等による
　顧客の確認が可能となる態勢
　整備
・取引関係見直し時の説明態勢
　整備

・商品または取引内容およ
　びリスク等にかかる説明
　態勢整備の検討
・契約時点での説明態勢
　整備の検討
・顧客の説明内容確認
　方法確立のための態勢
　検討
・双方署名方式を前提とす
　る新信用金庫取引
　約定書の具体化
・新信用金庫取引約定書
　の内容に基づき、各種
　契約書の内容改訂を
　検討
・取引関係見直しの場合の
　説明態勢整備の検討

・商品または取引内容およ
　びリスク等にかかる説明
　態勢整備の具体化
・契約時点での説明態勢
　整備の具体化
・顧客の説明内容確認方
　法確立のための方法を
　具体化
・双方署名方式を前提と
　する新信用金庫取引
　約定書の取扱い実施
・新信用金庫取引約定書
　の内容に基づく各種契約
　書の内容改訂を実施
・取引関係見直しの場合の
　説明態勢整備の具体化

・クレジットポリシー、与信説明態勢規
　程、信用金庫取引約定書以下各約
　定書等の原案作成
・お客さまへの説明態勢確立のための
　書面化、説明方法の検討
・説明態勢に向けた研修計画の立案

・クレジットポリシー、与信説明態勢
　規程、信用金庫取引約定書以下
　各約定書等の原案作成
・お客さまへの説明態勢確立のため
　の書面化、説明方法の検討
・説明態勢に向けた研修計画の立案
　(16年5月より研修をスタート)

・「事務ガイドライン」に基づき、具体的
　取組策の実践を通じて､当金庫
　としての説明態勢を整備する。

（2）「地域金融円滑化会議」の設置・開催
・「地域金融円滑化会議」に
　継続的に参加し、実例研修
　を実施
・特に、融資に関する苦情等に
　ついては、契約時点等におけ
　る説明態勢を整備

・「地域金融円滑化会議」
　（四半期毎に開催）へ
　参加
・「ブロック別支店長会議」
　（四半期毎に開催）での
　実例研修実施
・集合研修時に適宜実例
　研修を実施
・コンプライアンス室による
　未然防止策の啓蒙

・15年度取組みを検証し、
　一層強化

・15年6月から地域金融円滑化会議
　に出席
・15年度上期、本部・営業店職員に
　対する実例研修を、延べ479名
　14回実施

・16年2月　地域金融円滑化会議に
　出席
・15年度下期、本部・営業店職員に
　対する実例研修を、延べ348名
　14回実施

・ 「地域金融円滑化会議」での他の
　金融機関の実例を活かし、研修
　体制の更なる充実を図る。
・ 融資に関する相談・苦情処理に
　ついて、公正・迅速・誠実に対応
　するため、幅広い実例研修を実施
　し未然防止を図る。

（3）相談・苦情処理体制の強化
・苦情処理要領・マニュアルを
　改訂し体制整備
・顧問弁護士を交え、実態
　調査、対処方法、再発
　防止策等を検討
・特に、融資に関する苦情等に
　ついては、実例分析を行い、
　説明態勢を整備
・実例研修による再発防止、
　未然防止

・要領・マニュアル改訂
・コンプライアンス会議
　（毎月）・委員会（四半
　期毎）での改善策・未然
　防止策の検討
・「ブロック別支店長会議」
　（四半期毎に開催）での
　実例研修実施
・集合研修時に適宜実例
　研修を実施
・コンプライアンス室による
　未然防止策の啓蒙

・15年度取組みを検証し、
　一層強化

・15年7月、苦情処理要領を改訂
・15年7月、苦情･ﾄﾗﾌﾞﾙﾏﾆｭｱﾙを改訂
・15年度上期、本部・営業店職員に
　対する実例研修を、延べ479名
　14回実施
・コンプライアンス会議・コンプライ
　アンス委員会を実施し、苦情内容
　および改善策を検討
・融資の苦情等の実例分析を実施し、
　説明態勢強化のための規程整備等
　に活用

・15年10月、苦情・トラブルマニュ
　アルを改訂
・15年度下期、本部・営業店職員
　に対する実例研修を、延べ
　348名14回実施
・コンプライアンス会議・コンプライ
　アンス委員会を実施し、苦情内容
　および改善策を検討
・融資の苦情等の実例分析を実施
　し、説明態勢強化のための規程
　整備等に活用

・相談・苦情への対処、再発防止策、
　未然防止策を不祥事件発生防止の
　最重要施策の一つとして位置付け、
　体制の整備、充実を図る。

・各個別項目における計画およ
　び、その進捗状況について
　解りやすく当金庫のホーム
　ページへ半期毎に掲載し公表

・11月　個別項目の計画に
　対する進捗状況を当金
　庫ホームページに掲載

・5月・11月　個別項目の
　計画に対する進捗状況
　を当金庫ホームページ
　に掲載

・15年11月　個別項目の計画に対する
　進捗状況を公表

・11月　個別項目の計画に対する
　進捗状況を当金庫ホームページ
　に掲載
・また、個別項目に対する取組み
　状況を当金庫情報誌「ムーミン
　ポスト」に掲載

・当金庫のホームページアドレス
　http://www.gifushin.coｍ/

6．進捗状況の公表
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具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
15年度 16年度 15年度 15年10月～16年3月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

Ⅱ．各金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み

1．資産査定、信用リスク管理の強化
（1）①適切な自己査定及び償却・引当の実施

・財務分析等のスキル向上の
　ために、内部研修及び外部
　派遣研修を実施
・中小企業診断士を監査部資産
　査定グループに配置

・中小企業診断士を監査
　部に配置
・階層別研修の実施
・外部研修に積極的に
　派遣

・15年度取組みを検証し、
　一層強化

・15年4月､｢経営改善計画書｣を関係
　各部（融資部、企業経営サポート室、
　監査部）と協議し充実
・15年6月､中小企業診断士の有資格者
　を監査部に配置
・15年7月､予備(中間)査定時に支店長･
　融資副長を対象に研修実施
・15年7月､本部専担者を外部研修に
　派遣
・15年8月､職員階層別に自己査定研修
　実施
・15年8月､新任融資副長の自己査定
　集合研修実施
・役席（支店長等）対象に研修実施

・15年10月融資副長（88名）対象に
　自己査定研修実施
・15年11月外部研修に2名派遣
・15年11月支店長（88名）対象に
　研修実施
・16年1月新任支店長・融資副長等
　（65名）対象に研修実施
・16年2月次長（46名）対象に研修
　実施
・16年3月外部研修4名派遣

・適切な自己査定および償却・引当の
　実施のため、内部研修および外部
　派遣研修を充実し、正確な債務者
　区分を実施するため自己査定能力
　の向上を図る。

（1）②担保評価方法の合理性、処分実績から
　　　　みた評価精度に係る厳正な検証 ・売買事例の収集により、評価

　精度の検証を推進
・売買事例の収集により、
　評価精度の検証を推進

・15年度取組みを検証し、
　一層強化

・15年度年間を通じて売買事例を
　収集し、評価制度の検証に利用

・15年度下期について、売買事例を
　収集しデータ蓄積

・具体的売買事例等実勢価格の資料
　の収集を拡大した評価精度の検証。

（1）③金融再生法開示債権の保全状況の
　　　　開示 ・今後とも継続して開示 ・2003年度ディスクロー

　ジャー誌にて開示
・15年9月期は｢半期
　開示｣にて開示

・2004年度ディスクロー
　ジャー誌にて開示
・16年9月期は｢半期
　開示｣にて開示

・15年8月、15年3月期ディスクロー
　ジャー誌にて開示

・15年11月、15年9月期「半期開示」
　にて開示

・業界団体の｢ディスクロージャー誌に
　おける金融再生法開示債権の保全
　状況の開示例等について｣に沿って
　実施。

2．収益管理態勢の整備と収益力の向上
（2）信用リスクデータの蓄積、債務者区分と
　　整合的な内部格付制度の構築、金利設定
　　のための内部基準の整備等

・「ガイドライン金利」と適用金利
　との乖離状況を検証し、乖離
　幅の縮小を図る
・格付ごとの「ガイドライン金利」
　の見直し

・「ガイドライン金利」と適用
　金利との乖離幅の縮小を
　図る
・「ガイドライン金利」設定
　基準の検証

・15年度取組みを検証し、
　一層強化
・信用リスク計量による
　データの蓄積、活用
・個人事業主格付の
　具体化

・年度を通じ信用リスク計量を実施し、
　各種データを蓄積
・「ガイドライン金利」の適用を推進

・「ガイドライン金利」の適用を推進 ・当金庫における金利設定のための
　内部基準である「ガイドライン金利」
　と適用金利との乖離幅、乖離先の
　検証を進め、是正を図る。
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具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
15年度 16年度 15年度 15年10月～16年3月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

3．ガバナンスの強化
（2）①半期開示の実施

・引き続き半期開示を実施 ・15年9月期を15年11月に
　開示

・16年9月期を16年11月に
　開示

・15年11月に半期開示（15年9月期）を
　実施

・15年11月にホームページおよび
　当金庫情報誌「ムーミンポスト」
　にて半期開示（15年9月期）を実施

・今後とも、会員や地域住民等が
　アクセス容易で理解しやすいもの
　となるように､業界団体から示さ
　れた開示方針を踏まえつつ、
　ディスクロージャー媒体､開示項目
　および説明方法を検討。

（2）②外部監査の実施対象の拡大等
・システムリスク管理を重要視
　し、外部監査による「システム
　監査」を実施

・期末監査を実施
・営業店および本部の期中
　監査を実施
・外部監査による「システム
　監査」を実施

・期末監査を実施
・営業店および本部の期中
　監査を実施

・平成14年度期末監査を実施
・平成15年度営業店および本部の業務
　監査を9月より実施

・15年11月外部監査法人による
　「システムレビュー」を実施

・情報システムについての外部監査に
　よる「システム監査」を実施。

（2）③総代の選考基準や選考手続きの透明
　　　　化、会員・組合員の意見を反映させる
　　　　仕組み等の整備

・総代の選考基準を定める
・ディスクロージャー誌に掲載
　する項目を検討
・会員の意見の総代会運営への
　反映を検討

・総代選考基準を検討
・ディスクロージャー誌への
　掲載方法を検討

・総代選考基準の確定
・ディスクロージャー誌に
　確定項目を掲載

・(社)全国信用金庫協会がとりまとめた
　総代会の機能向上策に関する業界
　申し合わせに基づき、情報開示に
　関する5項目
　　①総代会の仕組み
　　②総代候補者選考基準
　　③総代の選任方法
　　④総代会の決議事項等
　　⑤総代の氏名
　について､その開示方法等､当金庫
　としての具体的な対応について検討
　し、決定
・一般会員の意見を反映させるための
　仕組みとして「お客さまアンケート」を
　開始

　
・左記、情報開示する5項目に
　ついて以下のように決定
　①総代会の仕組みについては、
　　図解しディスクロジャー誌に掲載
　②総代の選任方法については、
　　図解しディスクロジャー誌に掲載
　③総代候補者選考基準について
　　は、検討し新たに決定した総代
　　候補者選考基準をディスクロー
　　ジャー誌に掲載
　④総代会の決議事項等について
　　は、総代会の開催日･総代会の
　　報告事項･議決事項をディスク
　　ロージャー誌に掲載
　⑤総代の氏名については、氏名を
　　ディスクロージャー誌に掲載する
　　ことについてのヒアリングを16年
　　3月に実施
・一般会員の意見を聴取するため、
　16年2月より「お客さまアンケートを
　開始

・業界団体がとりまとめる総代会機能
　向上策に基づき対応。

（2）④中央機関が充実を図る個別金融機関に
　　　　対する経営モニタリング機能等の活用
　　　　方針

・当金庫の経営課題を的確に
　把握するため、信金中央金庫
　が分析した決算データ等を
　有効に活用

・当金庫の経営課題を的確に把握する
　ため、信金中央金庫が分析した決算
　データ等を有効に活用

・当金庫の経営課題を的確に把握
　するため、信金中央金庫が分析
　した決算データ等を有効に活用

4．地域貢献に関する情報開示等
（1）地域貢献に関する情報開示

・地域貢献活動の見直し
・業界団体の開示方針を参考
　に、ディスクロージャー媒体、
　開示項目および説明方法の
　検討

・ディスクロージャー媒体、
　開示項目および説明
　方法の検討
・11月の半期開示時に
　「地域貢献活動」を公表
・地域貢献活動の見直し

・2004年度ディスクロー
　ジャー誌にて開示

・15年11月に地域貢献に関する情報を
　開示

・15年11月　15年3月期の地域貢献
　に関する情報開示についてホーム
　ページにて開示
・さらに最新情報として15年9月期の
　地域貢献に関する情報開示に
　ついても、ホームページおよび
　当金庫情報誌「ムーミンポスト」
　にて開示

・地域貢献活動のあり方を見直し、
　業界としての開示方針を踏まえ、
　その活動状況についての情報
　開示をより充実させていく方針。
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4．その他関連する取組み

15年10月～16年3月

・本部専担者によるOJT
　※延べ訪問店舗数275店
・専担者の育成
　※中小企業大学校1名派遣
・外部講師による集合研修
　※4講座（221名受講）
・本部専担者等を外部研修へ派遣
　※7講座（10名派遣）

・本部専担者によるOJT
　※延べ訪問店舗数275店
・外部検定試験の導入
　※676名が「中小企業支援コース」
　　を取得
・外部講師よる集合研修
　※6講座（472名受講）
・本部専担者を外部研修へ派遣
　※2講座（2名派遣）

・本部専担者によるOJT
　※延べ訪問店舗数275店
・外部講師よる集合研修
　※6講座（472名受講）
・本部専担者を外部研修へ派遣
　※1講座（1名派遣）

・ブロック会議において、苦情・
　トラブルの事例研修を定期的に
　実施し、ブロック長、支店長を通じ
　全職員に徹底
・15年10月、ブロック長、支店長を
　対象にコンプライアンス・オフィサー
　2級の資格取得を義務付け
・16年3月、コンプライアンス
　マニュアルを改訂、整備し、個人
　情報保護法、与信取引に関する
　お客さまへの説明態勢等を明文化
　するとともに、登録等証券業務に
　関するコンプライアンスマニュアル
　を制定

・15年4月から本部専担者によるOJTを実施
・15年8月から本部・営業店全管理職を対象に通信教育「中小企業経営改善
　プログラム講座」を実施
・15年9月、本部専担者を対象に「RCCの企業再生機構説明会」へ派遣
・15年9月、本部専担者を対象に「企業再生支援講座」へ派遣

・15年4月、コンプライアンス室を新設
・15年4月、コンプライアンスマニュアルを改訂、整備
・苦情・トラブルに対処する体制の整備、充実については「Ⅰ-5-(3)　相談・
　苦情処理体制の強化」参照
・経営陣を含むコンプライアンス委員、コンプライアンスオフィサーに第1回の
　研修を実施（年2回実施予定）
・コンプライアンス委員会、コンプライアンス会議において各事案に対し、
　コンプライアンスの見地に立った検証を実施し、未然防止を図る機関
　としての機能を強化
・15年7月、事故防止委員会運営要領を改訂し､随時開催に加え､隔月6回の
　定時開催も実施し､不祥事件発生防止に係る機能を強化
・15年4月、本部および営業店で実施している定例店内検査の中で「不正・
　不祥事に対する事前防止策と早期発見策のチェック表」にて点検を実施
・苦情・トラブルの事例研修を定期的に実施

Ⅰ－2－（4）中小企業支援スキルの向上を
　　　　　　　　目的とした研修の実施 ・通信教育で実務知識レベルを統一（本部専担者、営業店管理職、渉外担当者対象）

・集合研修で業種別分析スキル（定量、定性）に基づく経営支援スキルを習得
　（本部専担者、営業店管理職、渉外担当者等対象）
・OJTで現場主義意識の徹底と実践スキルを習得
　（本部専担者はOJTIとして営業店管理職の個別ヒアリング、臨店個別指導および
　渉外担当者との同行訪問を実施）

Ⅱ－5　法令等遵守（コンプライアンス）

　　行員による横領事件等、金融機関と顧客等
　　とのリレーションシップに基づく信頼関係を
　　阻害するおそれがある問題の発生防止

Ⅰ－3－（7）企業再生支援に関する人材
　　　　　　　　（ターンアラウンド・スペシャリスト）の
　　　　　　　　育成を目的とした研修の実施

・通信教育、派遣研修で実務知識レベルを統一および向上
　（「目利き」「支援実務」に比べより専門的な知識が必要であることから、本部専担者、
　　営業店職員から選抜し対応）
・外部団体を有効に活用しての人材育成・人材活用・情報収集等

・コンプライアンス態勢の整備、充実
・苦情・トラブルに対処する体制の整備、充実
・コンプライアンス研修体制の充実
・コンプライアンス委員会、事故防止委員会の機能発揮
・内部監査態勢の強化

Ⅰ－1－（2）企業の将来性や技術力を的確に
　　　　　　　　評価できる人材の育成を目的とした
　　　　　　　　研修の実施

・通信教育で実務知識レベルを統一
　（本部専担者、営業店管理職対象）
・集合研修で業種別の定量分析を踏まえた定性分析スキルを習得
　（本部専担者、営業店管理職、渉外担当者等対象）
・OJTで現場主義意識の徹底と実践スキルを習得
　（本部専担者はOJTIとして営業店管理職の個別ヒアリング、
　臨店個別指導および渉外担当者との同行訪問を実施）
・中小企業診断士を「目利き」のできる職員と位置づけての継続養成
　（中小企業大学校への派遣、自己啓発による取得奨励）

項　　　　　目 具体的な取組み 15年度

・15年4月から本部専担者によるOJTを実施
・15年4月、中小企業大学校派遣者を選抜し、8月入学試験合格
　※10月から大学校へ派遣

・15年4月から本部専担者によるOJTを実施
・15年7月、本部専担者を対象に「実務実践トレーニング」集合研修を実施
・15年7、8月、営業店管理職を対象に「企業再生・支援講座」集合研修を実施
・15年8月から本部・営業店全管理職を対象に通信教育「中小企業経営改善
　プログラム講座」を実施
・15年9月、本部専担者を対象に「企業再生支援講座」へ派遣

進捗状況

11 （岐阜信用金庫）



12 
 

 
（別紙様式 1） 

Ⅰ 中小企業金融の再生に向けた取組み 
 2．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化 
  （3）要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発生防止のための体制整備強化

並びに実績公表 

 
 

具体的な取組み 

 

融資部から独立した組織である企業経営サポート室を設置。 

同時に融資部内の法人活性化グループを審査役兼任から業種別 

専担者とし、取引先の経営改善支援を強化します。 

 

 

15年度 

 

① 企業経営サポート室を設置 

② 融資部内にある法人活性化グループの体制を強化 

③ 公認会計士とのコンサルティングサービス契約の締結 

④ 「企業再生支援人材育成研修」等研修プログラムへの参加 

⑤ 経営改善の可能性のある取引先企業の選定・支援方策の検討、

決定および支援開始 

⑥ 当金庫職員の派遣による人的支援の実施 

 

 

 

 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

 

16年度 

 

① 15年度の施策の継続 

② 支援対象企業の追加選定 

③ 経営改善計画書の進捗状況およびフォロー体制の確立 

④ コンサルタント等による取引先企業を対象としたセミナーの

開催 

 

 

備考（計画の詳細） 

 

 

要注意先債権等の健全債権化のため、要注意先以下の取引先 

企業の経営改善支援について、本部がより一層関与し、経営改善

の可能性を的確に見極め、本部と支店が連携して積極的な再建 

支援を行います。同時に、不良債権の新規発生防止のための審査

体制強化を図ります。 
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(1)経営改善支援に関する

体制整備の状況（経営

改善支援の担当部署を

含む） 

 15年 4月～16年 3月 

 

① 15 年 4 月に企業経営サポート室（6 人）を新設および法人  

活性化グループ（6 人）を業種別に専担化しました。なお、  

中小企業診断士を企業経営サポート室に 4 人、法人活性化  

グループに 1人配置しました。 

 

② 企業経営サポート室ならびに法人活性化グループでの支援 

対象企業について「経営改善計画書」の作成をサポートし、

当金庫の支援方針を確立しています。 

 

③ 公認会計士とコンサルティングサービス契約を締結し、経営

改善業務へのサポート、当金庫職員対象に「目利き研修」の

実施など企業再生実務の実効性の向上を図っています。 

 

④ 「経営改善計画書」作成後の事後管理として、支援対象企業

を訪問し、試算表などの徴求や経営改善計画の進捗状況など

のヒヤリングの実施により業況を把握しています。ケースに

よっては、「経営改善計画書」の修正計画の策定をサポート 

しています。 

 

⑤ 支援担当者および営業店職員のレベルアップのため、集合 

研修、通信教育、OJT や派遣研修などの研修を実施してい  

ます。 

 

⑥ 支援対象企業先への当金庫の職員派遣による人的支援の実施 

  ※3企業先へ 3人派遣 

 

 

 

 

 

 

 

 

進

捗

状

況 

 

 

 15年 10月～16年

3月 

 

・当金庫コンサルティングサービス契約締結先である公認会計士

による当金庫職員向け「目利き研修」を 15年 12月、16年 2月

に実施。 

・支援対象企業への当金庫職員の派遣：2企業先に 2人派遣 
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進

捗

状

況 

 

 

 

(2)経営改善支援の取組み

状況（注） 

 15年 4月～16年 3月 

 

 

① 基本方針 

・本部、営業店および取引先が一体となり取引先の経営改善を  

積極的に支援し、当金庫の貸出資産の健全化を図るとともに 

地域経済の活性化に貢献します。 

 

 

② 取組内容 

・支援対象企業先について「経営改善計画書」の作成をサポート

し、検討の上、その方針に基づき再建を図っています。 

・当金庫がコンサルティング契約を締結した公認会計士による 

アドバイスの他、必要に応じ取引先企業に対し経営指導などを

行っています。 

・「経営改善計画書」作成後の事後管理として支援対象企業を訪問

し試算表の徴求や経営改善計画の進捗状況などのヒヤリングの

実施により業況を把握している。必要に応じて修正計画の策定

を支援しています。 

・人的支援が必要と思われる先に対しては、積極的に当金庫職員

を派遣し、取引先の迅速再生をサポートしています。 

 ※3企業先へ 3人派遣 

 

 

③ 支援先の改善内容 

・取引先と一緒になって「経営改善計画書」を作成することに  

より、自社の実態把握や経営者の経営改善意識の高揚が実現 

しつつあります。 

・企業経営サポート室の職員や支店長などが支援対象企業の役員

会や会議などへ出席することにより、経営者のみならず従業員

にも経営改善意識が浸透しつつあります。 

．「経営改善計画書」に基づき、貸出金の返済方法の見直しを実施

したことにより、資金繰りが安定化してきているケースもあり

ます。また、遊休不動産の処分などのリストラ策の実施により

企業再建の目途が立ってきたケースも出てきています。 

・経営改善支援取組先数 432 社のうち、債務者区分がランク   

アップした先は、 

上期 12社 下期 35社 年間 47社（グループ） 
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(2)経営改善支援の取組み

状況（注） 

 15年 4月～16年 3月 

 

 

④ 課題 

［当金庫サイド］ 

・｢経営改善計画書｣作成後の毎月のサポートが、まだ十分とは  

言えません。 

・支援業務の浸透(支援担当者と営業店職員の能力アップ) 

・支援対象企業の見直し、追加 

・企業再生ノウハウの蓄積、専門分野の知識不足 

・支援担当者の業務レベルの標準化 

 

［企業サイド］ 

・経営者などの意識改革に時間を要するケースもあります。 

・不況が長く続いており、改善計画どおり再建が進まないケース

もあります。 

・中小企業においては、毎年改善計画を変更し、企業と当金庫が

協力しつつ再建支援する必要があります。 

・人材の育成 

・必要な経営資料が作成されていないことや作成に時間を要する

ケースもあり、的確な実態把握ができない場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

進

捗

状

況 

 

 

 

 

15年 10月～16年

3月 

 

・支援対象企業への当金庫職員の派遣：2企業先に 2人派遣 

・債務者区分ランクアップ先は、下期 35社（グループ） 

 

 

（注）下記の項目を含む 

・ 経営改善支援について、どのような取組み方針を策定しているか。 

・ 同方針に従い、具体的にどのような活動を行ったか。 

・ こうした取組みにより支援先にどのような改善がみられたか。 

・ こうした取組みを進め成果を上げていくための課題は何か（借手の中小企業サイドの課題を

含む） 



（別紙様式2）

岐阜信用金庫
【15年度（15年4月～16年3月）】

（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 4,220 228 21 176

うち要管理先 257 107 22 66

破綻懸念先 536 89 4 72

実質破綻先 405 0 0 0

破綻先 316 0 0 0

合　計 18,041 432 47 321

（注）・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」に上昇した場合はβに含める。
・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については
　（仮に選定時の債務者区分が期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。
・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績

7

要
注
意
先

正常先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数

12,307 8

16


